
当院で「がん化学療法」を実施する際は、化学療法委員会にて治療内容の審査を事前に行い、承
認された治療スケジュールに沿って行います。医師、薬剤師、看護師など、複数の職種が治療内
容の妥当性を評価し、副作用を出来る限り回避し、患者さまの不安が少しでも解消されるように
努めています。

令和7年3月1日
イムス富士見総合病院 化学療法委員会

08-09

外来腫瘍化学療法診療料について

【お問い合わせ】
いつもと違う症状※がある、相談したいことがある、などの場合は、下記の問い合わせ先にご連
絡ください。

電話番号 049-251-3060（病院代表）

■月～金曜／8：00～17：00 土曜／8：00～12：00 … 各診療科の外来へ

■上記以外の時間帯 … 救急外来へ

【治療と仕事の両立について】
病気によって以前と同じように働くことが難しくなる場合もあります。治療しながら働きたい方
にとって、治療と仕事の両立は大きな問題です。
勤務情報提供書をご提出いただいた場合、職場での配慮が必要な事項等を指導することも可能で
すので、ご不明点がありましたらご相談ください。

電話連絡の際は下記の項目をお伝えください。
①お名前 ②診察券番号 ③かかりつけの診療科 ④最後に化学療法を行った日
⑤困っていること

■こんな時には連絡を

・じん麻疹、発疹が出た時
・身体がだるくて動けない時
・強い痛みがある時
・その他、気になる症状がある時 など

【緊急時の入院体制について】
当院では、緊急時に24時間入院できる体制が確保されています。
治療中にご気分が悪くなった時には、化学療法室には看護師が常駐していますので、すぐにお声
掛けください。
また、自宅に帰ってから下記の急激な症状（激しい下痢、嘔吐、発熱、息苦しさなど）が生じた
場合はすぐに受診してください。

・38℃以上の熱がある時
・1日3回以上の嘔吐がある時
・1日4回以上の下痢がある時
・食事や水分がほとんど摂れない時

連絡先

〒354-0021 埼玉県富士見市鶴馬1967-1
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